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こ
の
た
び
、
本
町
の
行
政
相
談
委
員

と
し
て
、
令
和
３
年
４
月
１
日
付
で

河こ
う
の野
す
い
氏
と
伊い

と
う藤
千ち

せ勢
氏
が
再
任
さ

れ
総
務
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。

　

総
務
省
で
は
、
行
政
相
談
委
員
を
委

嘱
し
て
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
苦

情
、
行
政
の
仕
組
み
や
手
続
き
に
つ
い

て
の
相
談
な
ど
を
受
け
、
そ
の
解
決
の

た
め
の
助
言
や
関
係
機
関
に
対
す
る
通

知
な
ど
の
仕
事
を
行
っ
て
い
ま
す
。

行
政
相
談
委
員
の
委
嘱

　
　
　
　
　

住
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み
ん
な
で
ま
ち
を
き
れ
い
に

ク
リ
ー
ン
ふ
そ
う
５
３
０
デ
ー

　

今
年
も
、「
環
境
美
化
５
３
０
運
動
」

が
近
づ
い
て
き
ま
し
た
。
扶
桑
町
で
は
、

５
月
30
日
（
日
）
を
「
ク
リ
ー
ン
ふ
そ

う
５
３
０
デ
ー
」
と
し
て
、
町
内
一
斉

に
住
民
の
皆
さ
ん
の
参
加
に
よ
る
環
境

美
化
運
動
を
行
い
ま
す
。

環
境
美
化
５
３
０
運
動
期
間

　

５
月
23
日
（
日
）
～
６
月
６
日
（
日
）

ク
リ
ー
ン
ふ
そ
う
５
３
０
デ
ー

　

５
月
30
日
（
日
）
午
前
８
時
～

　
　

予
備
日 

６
月
６
日
（
日
）

※
ご
み
を
入
れ
る
袋
は
、
各
自
お
持
ち

　

く
だ
さ
い
。
ま
た
、
軍
手
が
必
要
な

　

方
も
各
自
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

　
　
　

産
業
環
境
課　

内
線
２
７
６

１
階　
　

番
窓
口

●６

住
民
課　

内
線
２
４
４　

１
階　
　

番
窓
口
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出
張
年
金
相
談
を
実
施
し
ま
す

　

役
場
に
お
い
て
、
日
本
年
金
機
構
一
宮
年
金
事
務
所
の

出
張
年
金
相
談
を
実
施
し
ま
す
。
当
日
は
、
一
宮
年
金
事

務
所
の
職
員
が
相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。
予
約
方
法
は
次

の
と
お
り
で
す
。

▼
予
約
方
法
　
５
月
６
日
（
木
）
か
ら
住
民
課
窓
口
ま
た
は

電
話
で
予
約
を
受
け
付
け
ま
す
。
予
約
の
際
に
相
談
の
予
定

時
間
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
定
員
に
な
り
次
第
、
受
付
を
終

了
し
ま
す
の
で
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。
予
約
受
付

時
間
は
、
平
日
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分
で
す
。

▼
日
時
　
５
月
21
日
（
金
）

　
　
　
　
①
午
前
10
時
～
正
午
　
②
午
後
１
時
～
３
時

▼
場
所
　
役
場
　
２
階
　
第
１
会
議
室

▼
お
持
ち
い
た
だ
く
も
の
　
相
談
の
と
き
に
は
、
年
金
証

書
、
振
込
通
知
書
、
年
金
手
帳
や
被
保
険
者
証
な
ど
、
本

人
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
も
の
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

そ
の
ほ
か
、
相
談
者
が
代
理
人
の
場
合
は
、
委
任
状
が
必

要
で
す
。

◆
全
国
一
斉
情
報
伝
達
訓
練

　

地
震
や
武
力
攻
撃
な
ど
の
発
生
時
に
備
え
、
次
の
と
お
り

情
報
伝
達
訓
練
を
行
い
ま
す
。
こ
の
訓
練
は
、
Ｊ
ア
ラ
ー
ト

（
全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム
）
を
用
い
た
訓
練
で
、
扶
桑
町

以
外
の
地
域
で
も
様
々
な
手
段
を
用
い
て
情
報
伝
達
訓
練

が
行
わ
れ
ま
す
。

▼
日
時
　
５
月
19
日
（
水
）　
午
前
11
時
頃

　
「
チ
ャ
イ
ム
音
」

　
「
こ
れ
は
、
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
の
テ
ス
ト
で
す
。」
が
３
回

　
「
こ
ち
ら
は
、
こ
う
ほ
う
ふ
そ
う
で
す
。」

　
「
チ
ャ
イ
ム
音
」

　

な
お
、
災
害
等
の
発
生
に
よ
り
中
止
す
る
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

Ｊ
ア
ラ
ー
ト
の
訓
練
放
送
を
行
い
ま
す

災
害
対
策
室　

内
線
３
５
２　

２
階　
　

番
窓
口
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新生児子育て応援給付金 について

●給付対象者
令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31
日までに生まれ、対象となる条件 1・2
を全て満たした新生児
対象となる条件
１．出生から給付金の申請をする日まで、 
　　継続して扶桑町に住民登録をしている
　　こと
２．母親が令和 3 年 4 月 1 日（給付金の基
　　準日）から給付金の申請をする日まで、
　　継続して扶桑町に住民登録をしている
　　こと

　扶桑町では、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた臨時的な措置として、新生児のいる世帯への
子育て応援を目的として、給付金を支給します。

●給付額
給付対象者 1 人当たり 3 万円

●申請者（給付金を受給できる人）
上記の給付対象者となる新生児の母親
※母親が申請出来ない事情がある場合は、 
　政策調整課までご連絡ください。

●申請手続きの流れ
１．町から対象となる世帯に対し、出生届出の翌月に申請
　　書類をお送りします。
２．申請書に必要事項をご記入いただき、必要書類の写し
　　を貼り付けて、同封の返信用封筒で政策調整課へ郵送
　　もしくは持参にて提出してください。
　　◦申請者の本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカード、 
　　　健康保険証等）の写し（１点）
      ◦金融機関名・口座番号・口座名義人が分かる通帳やキャッ
　　　シュカードの写し（１点）
　　　※振込口座は原則、申請者（母親）名義の口座です。
３．書類を審査し、申請が受理されましたら、扶桑町より
　　振込通知書をお送りします。
４．申請書に記載された指定の口座に給付金を入金します。
　　※申請書送付時点で給付金の対象者である方に申請書をお
　　　送りしますが、申請時に対象外となっている場合につい
　　　ては給付することができません。

●申請受付期限
令和 4 年 6 月 30 日（木）まで

政策調整課　内線 311
番窓口●９2 階


